
今後のスケジュールについて

計画（素案）の作成

届出制度（立地適正化計画）

周知期間

都市計画マスタープラン・立地適正化計画 公表・届出制度運用開始

46

令和４年１月

令和４年２月

令和４年３月

令和４年４月～

県意見照会
案の縦覧・パブリックコメト
・ポスター掲示

住民説明会
（ポスターセッション）

都市計画審議会

議会報告

計画（原案）の作成

1/19～2/2
（2週間）

1/28

意見の反映・
修正等

意見の反映・
修正等


